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            日時日時日時日時 平成２３年１０月１日（土） 

午前の部 午前１０時～  

         （開場：午前９時３０分 定員１２０名） 

午後の部 午後２時～   

（開場：午後１時３０分 定員１２０名） 

※定員を超えた場合は、ご入場いただけない場合がございますのでご了承ください。 

場所場所場所場所 横浜弁護士会館５階大会議室 

       横浜市中区日本大通９番地 

        JR 関内駅南口、市営地下鉄関内駅１番出口より徒歩１０分 

          みなとみらい線日本大通り駅１番出口より徒歩１分 

！！！！参加は無料です！！！！予約も不要です！！！！    

        内容内容内容内容     １ 原発事故損害賠償手続の流れ    

  ２ 東日本大震災記録ノートの配布，記載方法の説明    

        ３ 今後の対応について 

※９/１０の原発説明会と内容が重なる部分もございます。 

 

福島第１，第２原子力発電所の事故により，多くの方が避難を余儀なくされかつ甚大な被害が発生し

ました。8/5 に原子力損害賠償審査会の中間指針が発表され，9/12 からは東京電力が被災者の方への説

明資料の送付を開始するなど，東京電力への賠償請求が本格化します。今回の説明会では，原発事故の

賠償の流れ，損害の記録の仕方，今後どのように対応すべきかなどについて説明を行います。予約不要

ですので，是非ご参加下さい。なお，いわゆる自主的避難をされた方々への説明もご用意していますの

で是非ご参加下さい。 

また，当日は幼いお子さんと一緒に説明を受けられるよう配慮した会場も用意しています。幼いお子

さんがいらっしゃる方もご参加下さい。 

説明会の案内につきましては，横浜弁護士会ＰＣホームページ及び携帯サイトでもご覧いただけます。 
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主催：横浜弁護士会 

問い合わせ先：０４５－２１１－７７１１ 

横浜弁護士会ホームページ 
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８月６日 午前１０時半～ 

                            + 

日時：平成２３年１０月１日（土）  

午前の部 午前１０時～    

午後の部 午後２時～ 

    （各説明会の開場は３０分前、各回定員は１２０名です） 

場所：横浜弁護士会館５階大会議室 
住所：横浜市中区日本大通９番地 

JR 関内駅南口、市営地下鉄関内駅１番出口より徒歩１０分 

みなとみらい線日本大通り駅１番出口より徒歩１分 
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